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令和４年第４回大仙市議会定例会会議録第２号

令和４年１２月６日（火曜日）

議 事 日 程 第 ２ 号

令和４年１２月６日（火曜日）午前１０時開議

第 １ 一般質問

出席議員（２３人）

１番 佐 藤 芳 雄 ２番 戸 嶋 貴美子 ３番 佐 藤 文 子

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 青 柳 友 哉 ８番 安 達 成 年 ９番 髙 橋 徳 久

１１番 橋 本 琢 史 １２番 小笠原 昌 作 １３番 小 松 栄 治

１４番 本 間 輝 男 １５番 佐 藤 育 男 １６番 山 谷 喜 元

１７番 石 塚 柏 １８番 高 橋 敏 英 １９番 橋 村 誠

２０番 渡  秀 俊 ２１番 金 谷 道 男 ２２番 大 山 利 吉

２３番 鎌 田 正 ２４番 後 藤 健

欠席議員（１人） １０番 古 谷 武 美

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 佐 藤 芳 彦

副 市 長 今 野 功 成 教 育 長 伊 藤 雅 己

代 表 監 査 委 員 武 田 哲 也 上下水道事業管理者 舛 谷 祐 幸

総 務 部 長 福 原 勝 人 企 画 部 長 伊 藤 公 晃

市 民 部 長 谷 口 藤 美 健 康 福 祉 部 長 佐々木 隆 幸
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農 林 部 長 渡 辺 重 美 経 済 産 業 部 長 冨 樫 真 司

観光文化スポーツ部長 伊 藤 優 俊 建 設 部 長 佐々木 英 樹

病 院 事 務 長 今 久 教育委員会事務局長 築 地 高

総務部次長兼総務課長 小 林 孝 至

議会事務局職員出席者

局 長 斎 藤 秋 彦 主 幹 佐 藤 和 人

主 幹 佐々木 孝 子 主 査 藤 澤 正 信

主 任 小山田 竜 司

午前 ９時５８分

○議長（後藤 健） おはようございます。

会議に先立ちまして、市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。

老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） おはようございます。

この場をお借りいたしまして、除雪作業中に発生いたしました死亡事故につきまして、

ご報告させていただきたいと存じます。

既に新聞報道等にもありますとおり、去る１２月２日の早朝、協和船岡字大袋地内の

市道の除雪作業中に、同地域の除排雪業務を委託している除排雪業務共同企業体の除雪

機械が、市内在住の女性と接触し、女性が亡くなられる事故が発生いたしました。

改めまして、ご遺族にお悔やみを申し上げますとともに、故人のご冥福を心からお祈

り申し上げます。

この事故を受けまして、市の担当職員並びに除排雪業務の委託業者に対しまして、作

業中の安全確認の徹底について指示したところであり、再発防止に向けて引き続き取り

組んでまいります。

また、ご遺族には、市といたしましても、委託業者とともに誠意をもって対応してま

いります。

以上で報告を終わります。

【老松市長 降壇】
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午前１０時 開 議

○議長（後藤 健） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。欠席の届け出は、１０番古谷武美議員であります。

○議長（後藤 健） 本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（後藤 健） 日程第１、一般質問を行います。

順次質問を許します。９番髙橋徳久議員。

（「はい、議長、９番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、９番。

【９番 髙橋徳久議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○９番（髙橋徳久） おはようございます。だいせんの会の髙橋徳久でございます。

まずもって、先般開催されました第１４５回秋田県種苗交換会が、天候にも恵まれ、

多くの方々においでいただき、盛会裏のうちに閉幕できましたこと、心からお喜び申し

上げます。

また、駐車場や受け付けなどの対応にご尽力いただいた職員の皆様に、改めて感謝申

し上げます。本当にありがとうございました。

それでは、通告に従い一般質問させていただきますので、当局の皆様におかれまして

は、ご答弁方よろしくお願い申し上げます。

はじめに、新規就農者研修施設修了生についてお伺いいたします。

令和３年度大仙市一般会計歳入歳出決算に対する常任委員会からの審査意見では「新

規就農者研修施設運営費について、研修生が数名と少ない人数でありながら、東部・西

部２カ所に経費を掛けている状況である。統合も検討されたい。また、就農施設を地域

の求める施設として、今後の関わり方について検討されたい」とありましたが、今回は

この内容以外のところを質問させていただきます。

コロナ禍以前は、新規就農者の研修成果を発表する報告会があり、それぞれの営農に

対する思いや意欲を知ることができ、その後の懇親会は、そんな若者に対し激励できる

場でもありました。
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期間は１年、または２年、大仙市在住に限らず、仙北市、美郷町在住で希望する新規

就農者に大仙市が勉強する場を与える。平たく言えば、実践に出る前に大仙市が運営す

る農業の専門学校に入校して勉強し、それから個人または法人等で営農を始めるという

ことになります。

大仙市にとって基幹産業ともいうべき農業は非常に重要であり、中でも も大事なこ

とは後継者育成になると思います。だからこそ、大仙市ではこの施設を長年にわたり運

営してきたのだと理解しております。

そこで質問ですが、この施設を修了された方はこれまで何人いて、その中でどれぐら

いの方が現在も営農されているのか。また、修了された方々と当局は連絡を取り合う場

があるものか、お伺いいたします。

農業は自然との戦いです。経験が浅い初心者にとっては大変厳しい世界であり、教科

書どおりにはいかずに挫折をする方もおられるでしょうし、逆に思いどおりに事が進み

成功した方もおられるでしょう。私は、そんな修了生のその後の情報を当局は把握し、

営農に関する様々な相談に乗るなど、修了した後のフォローが取れる体制づくりをして

いただきたいと思うのであります。

令和３年度の３月補正予算の中の担い手確保・経営強化支援事業において、補助率を

１０分の３以内から２分の１以内に、また、上限についても個人は１，０００万円から

１，５００万円に、法人は１，５００万円から３，０００万円に引き上げており、既に

対応していると言われればそれまでですが、例えば、ＪＡと協議していただき、修了生

の初期投資に対する助成制度の創設、あるいは「中古機械が欲しい」などの細かな要望

や相談等に応えることができる環境をつくってはいかがでしょうか。研修修了後の不安

を取り払うことで、安心して営農に取り組むことになるのではと思いますが、ご所見を

お伺いいたします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 髙橋徳久議員の一つ目の発言通告であります「新規就農者研修施設

の修了生」に関する質問につきましては、農林部長に答弁させますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（後藤 健） 渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 髙橋徳久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、新規就農者研修施設修了生についてでありますが、はじめに、研修施設修了
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生の人数、そして、その中で営農している人数につきましては、平成１５年の開所以来、

通年８５名、冬期１２名の計９７名が修了しております。このうち現在営農している人

数は、独立または親元での就農が５８名、農業法人での雇用就農が１３名の計７１名で、

研修生の中には「大仙農業元気賞」の受賞者が９名、先の秋田県種苗交換会においては、

秋田県知事賞をはじめとした受賞者が４名おり、地域農業のけん引役として活躍してお

ります。

次に、修了生との交流や修了後のフォローにつきましては、研修施設では税務や栽培

管理に関する相談を随時受け付けているほか、平成２９年度からは市、農業委員会、地

域振興局、ＪＡによるサポートチームを編成し、それぞれ農地、技術、資金に関する専

門的な立場から指導を行っております。

また、令和２年度からは、修了生を中心にフェイスブックを活用した情報交換の場で

ある「大仙市アグリコミュニティ」が立ち上げられ、４１名の若手農業者によるネット

ワークが構築されております。現在では、このネットワークへの参加をきっかけに、起

業意欲向上と事業化の推進を図るために開講いたしました「農業者ビジネス塾」に参加

する方や、今年度から始まった地域の課題解決や活性化に挑戦する若者を支援する「若

者チャレンジ応援プロジェクト」に取り組む方もおります。

市といたしましては、今後も引き続き、サポートチームによる指導や各種補助事業で

の支援に加え、アグリコミュニティへの参加を推進し、仲間づくりの輪を拡大させるこ

とで修了生の営農に対する不安が払拭されるよう努めてまいります。

また、開所以来、栽培技術中心の研修内容に加え、現在、現場への普及が期待される

スマート農業技術を取り入れ、研修生のみならず、若手農業者、女性農業者を対象とし

た研修会の開催など、より魅力的な研修施設となるよう取り組んでまいります。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質問を許します。

○９番（髙橋徳久） 次に、市役所新庁舎建設についてお伺いいたします。

先般、建設業関係の方々との懇談の場で、「大仙市には新庁舎の建設計画があるよう

には見えない」とご指摘を受け、私なりに色々と考えてみました。

その要因としては、学校や公共の建物は建て替えの時期が来ても当初の計画にない新
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規建物が途中に入ったり、また、市債等の償還の関係から、なかなか建設計画に上がら

ないのではないか。また、耐震工事を施しているから早急に執り行う必要がないという

関係で建設計画なるものが見受けられないということが考えられます。

私の父は元大曲市役所職員であり、当時は今の中通病院の裏側に庁舎があったと記憶

しております。そして、昭和４８年に現在の庁舎が 竣 工したわけですが、この場所に
しゅん

は内外野席も整備された立派な広い市営球場がありました。現在５８歳の私は当時９歳

ですが、バックネット裏の観客席の急な階段を頑張って上った記憶が思い起こされます。

この庁舎竣工から３９年、４０年目となる平成２４年、２５年に耐震工事が施され今

に至っております。この耐震工事はいつまで有効かということですが、一般的におおむ

ね１０から１５年とお聞きしておりますので、令和１０年から１５年が期限となるよう

です。

新庁舎の建設については、場所の決定、用地確保等を考えても簡単に事は進まない一

大事業になると思われます。そこでお伺いいたします。

現在、新庁舎の建設に向けての具体的な計画等は本当にないのでしょうか。また、仮

に計画がないにしても、いずれは建設が必要な時期が到来すると思いますが、今後どの

ような段取りになるのでしょうか、お教え願います。

平成１７年の合併に際しては、庁舎をどこにするのか、建て替えするとすればどこに

建設するのかなど、合併以前から様々な意見があったことと思います。実際に、どのよ

うな青写真になっているのか私には分かりませんが、まだ具体的な詳細は決まっていな

いという前提で、大曲地域に住む住民の一人として私見を述べさせていただきたいと存

じます。

先にお話ししたとおり、旧庁舎と現庁舎はすぐ近くにあります。場所的には大曲の街

の中ほどになり、隣には小学校・保育施設があるなど大変便利なところに位置している

と思います。駐車スペースが狭いよりは広いに越したことはないわけですが、これから

さらに高齢化社会になっていくことを考慮すると、徒歩や自転車でも行ける範囲という

ことが、この大曲地域に住む人々の願いになるものと思われます。

先日、大曲商工会議所の観光委員会の視察で、大仙市と友好都市になっている岩手県

宮古市に行ってまいりました。

以前、職員交流で観光課に配属されていた田中さんのご案内で市役所を見学させてい

ただきました。こう言ってはなんですが、大仙市よりも人口が少ないのに立派で大きな



- 39 -

庁舎に正直驚きました。また、三陸鉄道宮古駅前にあり、反対側とは高架橋で結ばれ、

利用者にとっては便利な市役所という感想を持ったところであります。

もし、大曲駅西口に庁舎があったら、今後、街はどうなるのかなどと、勝手な想像を

しながら帰ってまいりました。

新庁舎建設については、先ほど私が申し上げたとおり様々なご意見があると思います

ので、何かしらの基準・方針が必要になってくるものと考えます。その点も含め、市長

の個人的なものでも構いませんので、新庁舎に向けての思いやイメージ、スケジュール

感などがありましたらお聞かせ願いたいと存じます。どうかよろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 髙橋徳久議員の二つ目の発言通告であります「新庁舎の建設」に関

する質問につきましては、総務部長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 福原総務部長。

○総務部長（福原勝人） 質問の市役所新庁舎建設についてお答え申し上げます。

新庁舎建設計画についてでありますが、本庁舎を兼ねる大曲庁舎は、昭和４８年の竣

工で、来年度、建物の法定耐用年数５０年を迎え、平成２１年度に行った耐震診断によ

る「震度６以上の震災の際、倒壊の危険性が高い」との結果に基づき、平成２４年度か

ら２年にわたり耐震補強工事を実施し、併せて住民要望の多かったエレベーターを設置

しております。

法定耐用年数は、あくまで建物の減価償却が可能な税法上の定めでありまして、本庁

舎を５０年以上使用し続けることも可能でありますけれども、耐震補強工事により建物

躯体の耐久性が向上するものの、建物内部の老朽化などを踏まえ、耐震補強後、使用可
く たい

能な期間は１５年から２０年と想定したものであります。

近年、雨漏りや空調設備の不調などにより、建物修繕経費が年々かさんでいることに

加え、照明のＬＥＤ化も進んでおらず、電気料高騰のあおりを受けていること、また、

構造上、無線ＬＡＮ接続によるＩＣＴ環境にも対応が難しい建物であるなど、当市の重

点施策である「グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）やデジタルトランスフォー

メーション（ＤＸ）」といった新たな成長戦略推進の足かせにもなっております。

こうした状況を受け、昨年度末から総務部内において、庁舎整備についての検討・協

議を進めており、来年度、全庁体制による庁内検討会議やプロジェクトチームを設置す

べく諸準備を進めており、同時に現庁舎の問題・課題の洗い出し、各課題に対する庁舎
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整備方針のケーススタディを行っております。

現在地は、都市計画法における用途地域「第一種住居地域」で、その用途制限により、

仮に現庁舎の建て替えや同地域内での移転の場合、床面積を現庁舎の半分以下として建

設しなければなりません。

また、仮庁舎が必要となることや体育館や武道館の利用規制など、様々問題もあるこ

とから、用途地域が異なる地域への移転新築や他庁舎への機能分散、あるいは既存エリ

アの一帯整備や庁舎の複合化など、多角的な検討を行った上での基本方針の策定が急務

であります。

さらには、本庁舎のみならず、来年度、仙北庁舎は築４９年、協和庁舎は築４５年、

中仙庁舎が築４１年を迎え、年々老朽化が進むことを考えると、市全体の庁舎再編を検

討すべき時期に来ております。

市庁舎は、地域のにぎわい創出や活性化のほか、防災拠点としての重要な役割を併せ

持つ施設であり、「求められる機能」を十分に勘案して整備する必要がありますが、単

に庁舎を整備するだけではなく、より良い市民サービスの提供と効率的な行政運営を図

るため、組織体制の再編や適正な人員配置も重要な視点であると考えております。

今後、基本方針の策定を加速させ、ある程度方向性が定まった段階で議会にも説明し

てまいりたいと考えております。

なお、庁舎整備には、施設規模にもよるものの、数十億円の建設費用が必要となりま

すが、国や県の支援はなく、後年度に普通交付税に算入される有利な市債も発行できな

いことから、将来の財政負担の軽減や財源確保策として、３月定例会に「庁舎整備基

金」の設置条例及び基金積立金の補正予算を上程させていただく予定でありますので、

どうかご承知おきくださるようお願い申し上げます。

以上です。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、９番髙橋議員。

○９番（髙橋徳久） いろいろとご説明いただきましてありがとうございました。

３月にはいろいろ条例の改正やら、その基金の準備やらということが始まるというこ

とでございまして、いよいよ始めるんだなというのを分かりました。

確かに建物が古いから建て替えればいいという問題ではなくて、やっぱりそこにはい
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ろんな組織をどういうふうな形でもっていくか、そして、住民サービスをどのように展

開していくかというふうなことも絡めながらやっていかれるということでございます。

大変難しい内容になるんだろうなというふうには思いますが、これはただ粛々とやって

いただかないと事が進みません。いろんなご意見もありますし、いろんなことも想定、

そちらで考えたことに対する、いや、それ違うんじゃないのといういろんなご意見が出

てくるかとも思いますが、私はやはり優先すべきは住民の方々のサービスというのを一

番いいものを早く展開していくというふうなことにもなるかと思いますので、是非その

辺はいろんなことが想定されますが、粛々と事を進めていっていただきたいということ

だけ申し上げまして、答えはいりません。質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。

○議長（後藤 健） これにて９番髙橋徳久議員の質問を終わります。

【９番 髙橋徳久議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、１番佐藤芳雄議員。

（「はい、１番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、１番佐藤議員。

【１番 佐藤芳雄議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○１番（佐藤芳雄） おはようございます。だいせんの会の佐藤芳雄です。

一つ目として、特徴ある農業として、国のみどり戦略に基づくオーガニックビレッジ

構想への参画についてでございます。

政府は、化学肥料や化学農薬などの大幅な削減を打ち出し、環境にやさしい栽培技術

などの検証を行い、農業の脱炭素社会を推進してきております。

環境への負荷が少ない有機野菜や有機農業への関心が集まり、国で進めるみどり戦略

の目玉事業となる「オーガニックビレッジ構想」は、有機農業に地域ぐるみで取り組む

産地化を創出する構想で、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業のみならず事業者

や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取り組みを進める市町村を農林水産省では

先進的なモデル地区を順次創出しており、現在、秋田県内では大潟村だけが公表されて

おります。

昨今の食料事情を考えると、近い将来、輸入作物の高騰や、輸入したくてもできない

食料危機も考えていかなければならない時代も予想されます。
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こうした情勢の中、大仙市の恵まれた自然環境の下で安全・安心で付加価値の高い有

機野菜の栽培や無農薬米の栽培を手掛け、首都圏の企業との取引も実現させた若き農業

者を擁していることから、新たなオーガニックビレッジ構想の協議会設立と推進が必要

と考えますが、市の見解を求めます。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 佐藤芳雄議員の一つ目の発言通告であります「オーガニックビレッ

ジ構想への参画」に関する質問につきましては、農林部長に答弁させますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（後藤 健） 渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 佐藤芳雄議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、オーガニックビレッジ構想への参画につきましては、この制度は、国のみど

りの食料システム戦略において、有機農業の産地づくりを目的に創設され、農業者や事

業者等による有機農業の生産から消費までの一貫した体制づくりや物流の効率化、販路

拡大等の取り組みを一体的に支援する内容となっております。

広範な水田を有する本市では、稲作と土地利用型作物や園芸作物との複合経営など、

農業者の所得向上につながる取り組みを推進しておりますが、有機農業においては、信

頼性の高い農産物の出荷や環境に配慮した農業経営、慣行栽培作物との差別化による高

付加価値などの利点が挙げられる一方で、病害虫や雑草対策による労力の増加や生産性

の確保、高収益につながる販路も限られるなど、生産農家のデメリットも懸念されます。

有機農業の取り組みについては、肥料高騰など、一つの転換期にあると捉えておりま

すが、生産技術の確立や有利販売が可能な販路の確保とともに、何より有機農産物に対

する地域内流通を基本とした消費者の購買意識の醸成が必要不可欠であると考えており

ます。

市といたしましては、有機農業を取り巻く環境を注視し、意欲を持って有機農業に取

り組む生産者の組織化や活動の事業化の可能性・継続性について、関係者や商工団体等

との意見交換の場を設けながら協議を進めてまいります。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、１番佐藤議員。
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○１番（佐藤芳雄） 今年は大仙市として初めての地元開催であった秋田県種苗交換会が

行われ、本当に多くの人でにぎわいました。種苗交換会というと、みぞれや雨、本当に

厳しい毎日であるようですが、大仙市、今年は本当に快晴に恵まれまして、お客さんが

本当に多く集まった次第で、地域貢献もあったと思います。

農業分野で活発な交流も生まれたものと非常に喜ばしく思っております。

言うまでもありませんが、大仙市は全国有数の米の産地として農業を基幹産業にして

おります。また、市内には様々な農業法人があり、多角的な農業経営も行われるものと

思います。

こうした状況にあって、今後、大仙市が他の自治体よりも優位に農業という産業を発

展させていくには、視野を広く持ち、今回取り上げた国の提唱するオーガニックビレッ

ジなどの新しい分野の取り組みについて、事業展開を積極的に検討し、農業による市の

活性化を目指していただきたいと思いますので、まずは協議ということでよろしくお願

いいたします。これについては答弁は結構です。

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質問を許します。

○１番（佐藤芳雄） 二つ目としては、人口減少と労働力の確保についてであります。

秋田県の人口は、２０１７年４月に１００万人を切り、年々減少が続いております。

原因として、社会動態では若者の県外流出、自然動態では女性の社会進出、出産の高齢

化や夫婦の子どもの数の減少、高齢化社会の進展で死亡者数の増加などが挙げられます。

こうしたことから、経済の一翼を担う生産人口も減少しております。

秋田の社会的な風土で高校卒業後、都会へのあこがれから一度は行ってみたいという

若者が多いと思われますが、いつになってもＡターンで戻ってこれる環境整備と小・中

学校在学中から地域の素晴らしさや郷土愛を伝えていく教育が必要と考えております。

また、労働力の確保では、Ａターンはもちろんのことで、新規学卒者や若年者を対象

とした地元就職への就業啓発でも地元定着を促進し、主婦層や障がい者などを雇い入れ、

生産性の向上を図り、魅力ある企業の育成を目指すため、施策が必要と考えます。市の

見解を求めます。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。佐藤副市長。

【佐藤副市長 登壇】

○副市長（佐藤芳彦） 質問の人口減少と労働力の確保についてお答えを申し上げます。

本市の生産年齢人口は、この１０年で１万２千人程度減少してございます。議員ご指
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摘のとおり、転出超過に伴います社会減や出生数の低下に伴います自然減の進行などが

要因として挙げられます。

こうした状況を踏まえまして、市では、進学などで転出する若者が地域を支える人材

として帰郷してもらえるよう、小・中学生を対象にふるさと教育を基盤としたキャリア

教育を推進しております。

また、それぞれの学校が地域の素材を活用した特色あるふるさと教育の推進に取り

組んでいるほか、平成２８年からは、地域行事への参加や企業見学、農業体験などを通

して郷土愛を育み、地域の将来を担う人材育成を図るため、「大仙ふるさと博士育成事

業」に取り組んでおります。

また、「若者チャレンジ応援プロジェクト事業」では、中高生も対象に加え、地域の

課題解決・活性化や、将来の夢に向けて行動する若者を応援する取り組みを展開してお

ります。中高生が地域のことをより深く知り、自ら行動することで、郷土愛の醸成につ

ながり、市内定着が図られるものと期待しているところでございます。

労働力の確保につきましては、高校卒業予定者の求人募集に合わせて、ハローワーク

大曲、仙北地域振興局などと連携し、「仙北地域求人説明会」を開催しているほか、高

校２年生向けの「企業説明会」も実施するなど、管内企業の周知と若者の地元定着にも

努めているところでございます。

このほか、ハローワーク管内の高等学校長との連名により、新規高卒者の県内就職と

職場定着の推進につきまして、商工団体に対する要望活動も行っており、こうした活動

が実を結び、新規高卒者の県内就職率が８割を超えるなど、成果が上がっているものと

実感しております。

一方で、管内の新規高卒者の求人倍率は２．９倍となっております。少子化による人

手不足も顕著となっていることから、多様な働き方の推進による労働力の確保や、より

一層の移住・定住促進により、生産年齢人口の減少を抑制していかなければならないも

のというふうに考えてございます。

人口減少と労働力の確保という課題は、持続可能な社会の実現に必要不可欠であると

認識しておりますので、ふるさと教育の推進による人材育成とともに、Ａターン者雇用

や障がい者雇用に積極的に取り組む企業への支援や、多様な人材が活躍できる就労環境

の整備、機運の醸成など、全庁を挙げて知恵を出し合いながら、課題解決に向けて取り

組んでまいります。
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以上でございます。

【佐藤副市長 降壇】

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、１番佐藤議員。

○１番（佐藤芳雄） 少子化による生産年齢人口の減少は、労働力を確保する上で根本的

な課題であり、これに対する各種取り組みは是非とも推進していただきたいと思います。

私は、すぐに効果が出るものとしてまず取り組むべきは、新規学卒者への啓発である

と考えています。これまでの取り組みにより、新規高校卒業者の県内への就職率が１１

月現在で７７．１パーセントとお聞きしております。これは率直に評価しつつも、こう

した取り組みをさらに推進し、地元就職に向けた新規学卒者への啓発について、ハロー

ワークと連携し、管内の高校へ働き掛けを強化してはどうでしょうか。

ちなみに、昨今、大曲工業の校長先生、役員と会議する場合がありました。今、大曲

工業では、平成３年度は県外への就職が２６パーセント、県内が３１パーセントだそう

であります。今年の１１月では７７．１パーセントが就職の希望でありまして、県内に

は５６．８パーセント、県外では４３パーセントございます。この高校生を県内にとど

めるということについて私の考えとしては、県内に五十数校の高校があります。この進

路指導担当の先生が一人でも県内に残ってもらうお話をすると、例えば秋田県内で一人

でもと五十数人が県内に残るというのが段々増えてくるのではないかと私は思っており

ます。１人でも多くの若者に地元に残っていただくことで、市の活性化の原動力となっ

ていただきたいと考えます。

次に、市には統廃合により使用されていない小・中学校など遊休施設があると思いま

すが、例えば大仙市内に事業所を有している業績が好調な優良企業などに対して、こう

した施設の利活用を働き掛けてはどうでしょうか。昨今、１１月２１日、大仙市首都圏

企業懇話会がありました。この経営者と話したりするのを私は十数回行っておりますけ

ども、今回の市長市政報告、優良企業の皆さんは、市長がこんなに丁寧に説明してくれ

る、本当に大仙市はいいなというお話を聞きました。

また、この優良の企業の皆さんは、本当に大仙市に何十年、２０年以上から５０年以

上もなる業者がおります。本当に業績が良い会社だようでございます。お話しますと、

これがうまくいけば、事業拡大に伴い、新たに雇用が創出される可能性があるとは思い
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ます。同じ職でなくても、新しい会社でもいいですけども、簡単に県外から新しい会社

が大仙市に来るとはちょっと難しいような気がしますけども、現在いる会社の方々にお

願いするというのはどうでしょうか。

以上、２点について市の見解を伺います。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。佐藤副市長。

○副市長（佐藤芳彦） 佐藤議員の再質問にお答えを申し上げます。

まず１点目は、高校生への就職の啓発という観点であったかというふうに思っており

ます。

現在、それぞれの高校の学校長、それから商工会議所、商工会の経済団体、そして大

仙市、仙北市、美郷町の三者が集まりまして仙北地域振興局管内での若者雇用サミット

というものを令和元年から開催しております。その中で、やはり議員がおっしゃられた

ようなことで、仙北地域における若者の定着をするためにはどういったことをやって

いったらいいのかというのをそれぞれの団体から提言を受けておりまして、それに基づ

いて現在行っているところであります。

それによりますと、秋田に残る若者に対するインセンティブの提供、地元企業のさら

なる魅力の発信、そして新たなツールの活用による人材確保の支援と、この三つの柱が

出されておりまして、それに向かってやっているところであります。

それで、特に大仙市では小・中学校から、先ほど答弁を行いましたけども、キャリア

教育を推進するために、ふるさとの郷土愛を育むというところが一番大事なところでは

ないのかなというふうにも考えているところでございます。

また、それぞれの人材獲得に対するそれぞれの企業に対する支援というものがありま

すので、それらをうまく市の方でも積極的に活用しまして、若者の、特にＡターンとい

うのは県が提唱している制度なんですけども、それぞれＵターン、Ｉターン、Ｊターン

というふうにありますので、それらを含めて若者が地元就職、あるいは定着に際する具

体的な行政としての取り組みをこれからもやってまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

それからもう１点としましては、小・中学校などの遊休施設の活用ということでござ

います。

これまでも遊休施設につきましては、小学校の遊休施設については二つほど取り組ん

だ事例があるというふうに思っておりますけども、議員のご提案にあったものは、もう
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少し規模が大きいものかなというふうに考えておりますので、当然これから市の公共施

設、遊休施設、出てまいりますので、そういったときにそれぞれの企業の皆さん、地元

企業の皆さん、あるいは大仙市に進出していただける企業の皆さんと、しっかりお話を

しながら、少しでも若い方々が地元に定着できるようにしてまいりたいなというふうに

思います。

そして、やっぱり今、ワーク・ライフ・バランスありますので、子どもたちの考え方

と、それから企業の皆さま方の求める人材との、いわゆるマッチング、これは企業説明

会を毎年行っておりますけども、やはり皆さまからアンケートをいただいた時点では、

そういったマッチングのずれと申しますか、そういったところもありますので、そこら

辺を少しずつ、うまくかみ合うようにしていくというのも私たちの仕事の一つというふ

うに捉えておりますので、その点も含めてしっかりやってまいりたいと思いますので、

よろしくお願いを申し上げます。

以上であります。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） これにて１番佐藤芳雄議員の質問を終わります。

【１番 佐藤芳雄議員 降壇】

○議長（後藤 健） 一般質問の途中でありますが、この際、暫時休憩いたします。午前

１０時５５分に再開いたします。

午前１０時４６分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１０時５５分 再 開

○議長（後藤 健） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、２番戸嶋貴美子議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、２番戸嶋議員。

【２番 戸嶋貴美子議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○２番（戸嶋貴美子） だいせんの会の戸嶋貴美子です。

それでは通告に従い、大仙市の子育てのまちづくりについて質問いたします。
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今回も議長に許可をいただき、手話を交えながら質問いたします。

はじめに、子育ての複合施設は可能か、お伺いいたします。

子どもの広場等を併設した複合施設は、１カ所で済むため、とても便利と大変好評で

全国に広がりを見せています。

もし、大仙市に複合施設があったならば、市民が一時的に避難できる場所としても有

効活用ができ、子どもたちが学べることはもちろん、利用者同士の交流を生み、これま

で進めてきた大仙市の子育て支援をさらに前進させる施設になると想定されます。

保育園の統合に伴い、利用しない園が出てまいります。私はこれを複合施設に利活用

できるものと思いますが、当局のご意見をお聞きします。

現代、お母さんたちは、仕事に出ている時間が長く、子どもたちと一緒にいる時間が

とても大切になってきています。母親代わりのおじいちゃん、おばあちゃんも同様で、

厚生労働省の調査では、令和２年高齢者の雇用状況集計結果は、仕事に出ているケース

が１８．４パーセントでした。前年より１．２ポイントアップです。我が大仙市では、

調査していないとのことでしたので、これからを期待します。

また、２０１９年の内閣府の調査によると、現在仕事を持っている高齢者自身が６０

歳以上で、３６．７パーセントが「働けるうちはいつまでも働きたい」と回答がありま

した。また、「７０歳くらいまで働きたい」「８０歳くらいまで働きたい」を加えると、

８７パーセントの調査結果です。

子どもの遊具や絵本などが配置された「場所」さえ提供すればよいというわけではあ

りません。分散している地域施設の有効活用をするために、新たなるワンストップ地域

子育て支援拠点事業に再編し、子育て家庭が気軽に集まって相談や交流ができるよう、

家庭を支える場所を目的とした複合施設が存在すべきと私は思いますが、当局としては

いかがでしょうか。

次に、市役所・各支所のキッズスペースについてお伺いいたします。

市役所や支所に行くと、小さな子どもを連れた親子を見かけます。周りを歩いたり、

走ったり、待っているのに飽きてしまったり、大泣きをしている子どもさんがいます。

中には「うるせーな」と小声でつぶやく大人もいて、お母さんは「すみません、すみま

せん」と周りに気を遣い、小さくなっています。畳２、３畳分でよいので、小さなお子

さんに靴を脱いで遊ばせる“キッズスペース”を設置してはどうでしょうか。

職員から「子どもの放置が心配」との意見も出ましたが、親御さんが見守っている
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キッズスペースに簡易テーブルを置くなどし、手続き等を行っている間、職員は子ども

さんに寄り添うことで解決できるのではないでしょうか。親御さんは、このまちで子育

てをしていく自信を持つなど、市のみならず県外のＰＲ活動になると思われます。

湯沢市をはじめ、近隣市町村のみならず、民間企業でもキッズスペースの設置が増え

てきていると認識しています。なぜ大仙市では設置しないのでしょうか。その理由をお

聞かせください。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。はじめに、今野副市長。

【今野副市長 登壇】

○副市長（今野功成） 戸嶋貴美子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、子育て広場等の複合施設についてでありますが、はじめに、複合施設の整備

につきましては、現在、大曲地域、西仙北地域、中仙地域の３カ所に地域子育て支援拠

点施設を開設しており、子育て親子の交流の促進と場の提供、相談や関連情報の提供等

を行っております。

利用者は、小学校低学年以下の子どもとその保護者を対象としており、子育ての不安

や悩みの解消につなぐことができるよう、常時スタッフが寄り添った対応を心掛け、利

用者を迎えております。３施設の令和３年度利用者数は延べ９，４８４名であり、各地

域において子育て支援のための重要な役割を担う拠点施設の一つであると捉えておりま

す。

子育て広場等の複合施設については、今年度、庁内の子育て支援制度等検討会議にお

いて、雨天や冬期間でも子どもたちが楽しく過ごすことができる屋内の「子どもの遊び

の広場」整備に向け、県内外の先進地を視察しながら、様々な事例を研究しております。

今後、整備の方向性について議員から提案されました空き公共施設の利活用を含め、

市内外の多くの子どもとその保護者から利用され、子どもの健やかな成長を支援してい

く新たな拠点の実現に向けて進めてまいりたいと考えております。

【今野副市長 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、老松市長。

○市長（老松博行） 庁舎のキッズスペースに関する質問につきましては、総務部長に答

弁させますので、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 福原総務部長。

○総務部長（福原勝人） 次に、市役所・各支所のキッズスペースにつきましては、現在、
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市の８カ所ある本庁・支所庁舎内には、小さなお子さんが自由に安心して遊べる空間、

いわゆる「キッズスペース」はございませんが、議員ご提案のとおり、親御さんが窓口

で相談や申請、手続きなどをしている間、一緒にお連れしたお子さんが自由に過ごせて

退屈せずに済むほか、親御さんも安心して窓口での用事に集中することができるなど、

キッズスペースの設置は有用であると認識しております。

しかしながら、本庁機能を有する本庁舎、この庁舎については、集約された組織・人

員によりまして、執務室だけでも既に過密状態のため、新たなスペースの確保が難しい

状況にあります。また、支所においては、庁舎ホールに期日前投票所や相談室を設けて

いるところもありまして、新たなスペースの確保は、庁舎レイアウトにも影響すること

となります。

キッズスペースについては、親御さんだけでなく職員もお子さんに目を配り、安全を

確認できる場所、もしくはフロア全体から目が届く場所の確保が可能かどうかなど、た

だ今申し上げましたように、庁舎によってそれぞれ事情も異なりますので、議員のご提

案を受けまして、まず、様々な面から調査・検討を行ってまいりたいと存じますので、

ご理解をいただきたいと思います。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質問を許します。

○２番（戸嶋貴美子） 次に、小・中学校の一貫校についてお尋ねいたします。

秋田県の人口減少・少子化に伴い、小学校・中学校の空き教室が非常に目立っていま

す。大仙市も、いよいよ重い腰を上げる時が来たのではないでしょうか。

国からの交付金や普通交付税の減少も見込まれ、現時点で約１７億円も一般財源が不

足すると予測がありました。子どもが急激に少なくなっている今、学校の運営を中・長

期的な視点に立つ時期と考えます。

我が国は、教育費の負担で家計を圧迫しています。２１００年には人口が７，０００

万人に減少し、６５歳以上国民１人当たり２５歳から６４歳の人口が１．８人で、世界

低です。これが５０年後１．１人に減り、若い人１．１人、高齢者が１人の割合です。

かつて我が国は、大勢の若者が高齢者を支えていました。２０２２年４月１日時点の

日本の１４歳以下の子どもの人口は１，４６５万人。総人口は１１．７パーセント。子

どもの人口は４１年連続で減少しています。
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過疎化、そして少子化がどんどんと進み、学校にスペースが生まれ、小規模小学校、

小規模中学校に一貫校の設置が急がれているのではないでしょうか。

全国の実例は、広島県四日市市では、２０１６年に小中一貫校が設置され、小学校、

中学校への接続がスムーズに行うことができております。中１ギャップ、不登校の減少

にもつながっています。小学校時の学習で定着しきれなかった内容を中学校の家庭にお

いて補うことが容易となります。異年齢とのコミュニケーションの機会が増えることや、

小学校の時から子どもを見続けている先生が中学校にいるので安心であるなど、たく

さんのメリットがあるとのことです。デメリットとして、小学校と中学校の組織文化、

習慣の違いが大きく、その調整に時間がかかるなどあるそうです。

メリットに関して、学校運営や生徒指導を行う中で対応ができると力強いお答えが教

職の方からお話がありました。

内小友小学校、大川西根小学校の親御さんからは、中学校への一貫校を望む声が多く

寄せられています。ＡＬＴの講師の負担軽減にもなるとご意見も頂戴いたしました。

教育委員会に空き教室があるか問いましたら「どこの地域も空いています」との返答

をいただきました。学校の維持管理、人件費、経費を考えますと、年々減る一般財源を

より多く確保するためにも、早急に考えるべき案件であると判断しますが、市のお答え

をお願いいたします。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育長。

○教育長（伊藤雅己） 戸嶋貴美子議員の二つ目の発言通告であります「小中学校一貫

校」に関する質問につきましては、教育委員会事務局長に答弁させますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（後藤 健） 築地教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（築地 高） 質問の、小中学校一貫校についてお答え申し上げま

す。

小中一貫教育は、小・中学校が目指す子ども像を共有し、９年間を見通した教育課程

を編成し、系統的な教育を目指すものです。施設の形態といたしましては、小学校と中

学校を同じ校舎にした「施設一体型」、校舎が隣接する「施設隣接型」、校舎が別の場

所にある「施設分離型」があります。教育効果としましては、中学校進学時における、

いわゆる中１ギャップの解消や、学校全体として一定の集団規模を確保することによる

学校の活性化が図られることなどが挙げられています。
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議員からご提案のあった現校舎の空き教室を活用した施設一体型の小中一貫校の設置

については、学校によって空き教室の状況が異なり、一つの校舎に収まるのかという課

題があります。仮に普通教室は間に合ったとしても、理科室などの特別教室は、児童・

生徒の体格差があることや扱う器具が異なるため、小・中学校ごとに必要となります。

また、屋内運動場や屋外運動場などについては、授業時数や時間割の編成上、支障なく

使い分けることができるのか、あるいは、それぞれ十分なスペースを確保できるのかと

いった課題もあります。

次に、経費の面については、人件費や学校施設の維持管理費は減額になるものと思わ

れますが、統合時には新たな備品の購入や設備の整備に加え、校舎の状況によっては大

規模な改修や増築が必要になり、大きな財政負担が生じる可能性があります。さらには、

使用する校舎の状況によっては、近い将来、改築が必要となることから、経費削減につ

ながるかどうかについては慎重に見極める必要があります。

教育委員会といたしましては、今後、学校再編を進めるに当たって、保護者や地域住

民の意向、児童・生徒数の推移、学校施設の状況を踏まえるとともに、統合後の通学手

段や統合に要する財源の確保、何よりも教育効果など様々な角度から総合的に検討する

必要があると考えております。小中一貫校も含め、その地域にとってどのような形態の

学校が望ましいのか、中長期的な視野から学校再編に取り組んでまいります。

以上です。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、戸嶋議員。

○２番（戸嶋貴美子） ご答弁ありがとうございました。一貫校に向けての早めの協議、

段取りをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。答弁はいりません。

○議長（後藤 健） 次に、３番の項目について質問を許します。

○２番（戸嶋貴美子） 後に、大仙市と宮崎市、大仙市の民歌でありますドンパンを通

じ、交流はできないか伺います。

宮崎市と大仙市は、戊辰戦争で秋田藩の行軍として参戦し亡くなった佐土原藩士を大

仙市で手厚く供養していたことが縁で平成１３年に有縁締結し、今年で２１年を迎えま

した。

先日、１０月２８日から３０日に宮崎市へ交流事業に行かせていただきました。その
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中で、宮崎市議から「是非宮崎の方たちへ、子どもたちへ、ドンパン節の踊りを是非教

えてほしい」とリクエストがありました。しばらく陽気なリズムが頭から離れなかった

といいます。宮崎市から小・中学校の生徒さんの交流事業等で、互いの交流のリクエス

トが届いています。中仙地域の小・中学生は、授業でドンパン節を習っているので踊れ

る状態にあります。宮崎神宮大祭に合わせ、子どもたちも行き、踊りの交流をする、大

仙市と宮崎市有縁交流事業中学生の交流で行う、８月１６日開催のドンパン祭りに合わ

せて大仙市に来ていただき交流をするなど、様々な交流の仕方が考えられます。ドン

パン祭りの実行委員長からも是非お願いしたいとのことです。

地域文化の保存及び活用により、地域間の交流を活性化し、若い方たちの市への関係

人口増大を図ることが必要と思います。市のお考えをお願いいたします。

○議長（後藤 健） ３番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 戸嶋貴美子議員の三つ目の発言通告であります「宮崎市との交流」

に関する質問につきましては、企画部長に答弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（後藤 健） 伊藤企画部長。

○企画部長（伊藤公晃） 質問の、宮崎市とのドンパン節を通じた交流についてお答え申

し上げます。

ご案内のとおり、宮崎市と大仙市との交流は、戊辰戦争での縁が始まりであり、平成

１３年６月に旧協和町と旧佐土原町が「有縁交流提携」を結び、平成３０年にはその交

流を全市レベルに拡大し、現在に至っております。

その間、大仙市には「さどわら会」、宮崎市には「きょうわ会」と、お互いに両市の

地域名を付けた民間交流団体がそれぞれ発足し、両会が中心となり活発な地域間の交流

が行われ、「宮崎神宮大祭」のほか、「全国５００歳野球大会」「全国花火競技大会」

いわゆる大曲の花火など、両市を代表する行事への相互参加により交流を深めてまいり

ました。

また、青少年交流事業といたしまして、宮崎市の中学生が冬休みに大仙市でスキーを

体験し、大仙市の中学生が夏休みに宮崎市でサーフィンを体験するなど、それぞれの地

域の特色を生かした交流も実施しております。

ご質問の「ドンパン節」を通じた交流についてでありますが、地域の伝統文化を活用

した交流は、両市の相互理解だけでなく、伝統文化の保存・継承、交流活動の活性化に
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も資する取り組みになるものと捉えております。

これを踏まえ、まずは「ドンパン節」の保存活用に取り組まれているドンパン祭り実

行委員会や学校関係者など、関係する皆様のご意見を伺いながら、宮崎市のみならず、

友好交流都市である神奈川県座間市や岩手県宮古市も含め、現在の青少年交流事業の中

での取り組みを模索し、交流の輪の拡大と大仙市の応援団となる関係人口の増加につな

げてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） これにて２番戸嶋貴美子議員の質問を終わります。

【２番 戸嶋貴美子議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、６番秩父博樹議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、６番秩父議員。

【６番 秩父博樹議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○６番（秩父博樹） 公明党の秩父博樹です。今回、３項目通告させていただいておりま

す。よろしくお願いいたします。

はじめに、学校等におけるてんかん発作時の口腔用液（ブコラム）の投与についてお

伺いいたします。

てんかんは、発作を繰り返す脳の病気で、年齢、性別、人種の関係なく発病するとい

われております。世界保健機構（ＷＨＯ）では、てんかんは「脳の慢性疾患」で、脳の

神経細胞（ニューロン）に突然発生する激しい電気的な興奮により繰り返す発作を特徴

とし、それに様々な臨床症状や検査での異常が伴う病気と定義されております。

てんかんは、乳幼児期から老年期までに幅広くみられ、人口１００人のうち０．５人

から１人が発症するといわれております。発病年齢は３歳以下が も多く、成人になる

と減るそうです。この小児てんかんの患者さんの一部は、成人になる前に治ることもあ

りますが、ほとんどは治療を継続することが多いとのことです。

てんかんの児童・生徒が学校内で実際にてんかん発作が起こった場合は、３０分以内

に発作を抑えなければ、脳に重い障がいを残す可能性があるというふうにいわれており
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ます。てんかんの持病を持つ児童を学校内でそのような 悪な状態にさせないために、

発作が発生した場合は、迅速な抑える薬の投与が必要であります。

このてんかん発作に対して、このたび、口腔用の薬液ブコラムが薬事承認され、令和

４年７月１９日付で、内閣府、文部科学省及び厚生労働省関係各部署などの関係各省庁

事務連絡において、「学校等におけるてんかん発作時の口腔用液（ブコラム）の投与に

ついて」が発出されました。

文部科学省では、学校などで児童・生徒がてんかん発作を起こした場合、教職員らが

迅速に鎮静させるための治療薬「ブコラム口腔用液」を投与できることを関係者に知ら

せる事務連絡を発出し、周知を呼び掛けております。

一方で、事務連絡は、教職員らのブコラムの投与について「緊急やむを得ない措置」

として、医師法に違反しない旨を通知し、その上で使用条件として、保護者が学校など

に対し、医師による留意事項を記した書面を渡して説明することなどが挙げられており、

学校側の協力がなければ現場で投与をすることは不可能であります。

そこで質問ですが、１点目に、文部科学省からの、児童・生徒がてんかん発作を起こ

した場合、教職員らが迅速に鎮静させるための治療薬「ブコラム口腔用液」を投与でき

るとの事務連絡について、各学校にどのように伝達されておられるのか伺います。

２点目に、ブコラム投与の医師からの書面指示について、専門的な医師の指示に対し

て保護者と連携し、適切に対処するための職員への研修や、児童・生徒の医療的情報の

遺漏防止対策など、学校側がブコラム投与に適切に対応できる体制の整備が必要である

というふうに思いますが、見解を伺います。

てんかん対策の充実を巡って公明党は、２０１７年５月に政府に対してブコラムの製

造・販売ができるよう早期承認を提言し、その後も粘り強く働き掛け、２０２０年９月

末に承認され、これにより医師の指導に従って緊急時に家庭での使用が可能となりまし

た。２０２１年９月には、横山信一参議院議員がドラべ症候群患者家族会の黒岩会長ら

とともに、政府に対して学校での使用を認めるよう要請。今年７月に厚生労働省が医師

法に違反しないとの見解を示し、今回の対応が実現したものです。

学校での児童・生徒のてんかん発作は、当市でも発生している事案であることから、

今回取り上げさせていただきました。ご答弁お願いいたします。

１点目、以上です。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育長。



- 56 -

○教育長（伊藤雅己） 秩父博樹議員の一つ目の発言通告であります「てんかん発作時の

口腔用液の投与」に関する質問につきましては、教育委員会事務局長に答弁させますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 築地教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（築地 高） 秩父博樹議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、学校等におけるてんかん発作時の口腔用液ブコラムの投与についてでありま

す。

はじめに、各学校への事務連絡の伝達方法につきましては、本年７月２６日付で、市

教育委員会から各学校に文書を送付し、文部科学省からの連絡内容を周知しております。

次に、ブコラムの投与体制の整備につきましては、学校では、てんかんに限らず健康

面で緊急対応の可能性がある児童・生徒について、年度始めに当該児童・生徒の保護者

と管理職、養護教諭、学級担任等で緊急時の具体的な対応を確認しております。さらに、

職員会議でそれらの情報を共有するとともに、必要に応じて研修を実施するなど、適切

な対応ができるように努めております。

なお、現在、ブコラムを含めて、てんかん発作時の投薬を保護者から依頼されている

学校はありませんでした。

教育委員会といたしましては、引き続き、入学時に学校と保護者が、児童・生徒の健

康に関する情報共有を確実に行うとともに、校種間での引き継ぎも適切に行い、全ての

児童・生徒が安全・安心な学校生活を送ることができるように努めてまいります。

以上です。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、６番秩父議員。

○６番（秩父博樹） 実際その現場の方で、国からの通知は各校の方に行っているという

ことでしたけど、現場の方で実際その実務的にやれる状態になっているかどうかってい

うところが重要だと思います。今、そのブコラムの投与に関して親御さんの方からの希

望はないというお話でしたけど、先ほどお伝えしたとおり、遺ろう防止、要は自分のう

ちの子はてんかんを持っているというのは、やっぱり個人情報といいますか、周知され

ることにやはり抵抗があるのは当然だと思います。そういう意味で、まずはてんかんを

持っているお子さんが、要は学校の関係者だけ分かるように知るっていうことがまず大
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事だと思います。学校の先生たちが、もし希望であれば、こういうブコラムの投与もで

きますよというのを、そういうのも当事者の皆さんに通知するという、その辺の意思疎

通がちゃんとできているかいないかって、そこが重要だと思うんです。今回この夏に起

きた事案で、救急車で運ばれたっていうことでしたけど、大事に至ってなければいいん

ですけど、全体としても数の少ない事案ではあると思うんですけど、ただその１人に寄

り添うという観点から、やはりその辺のその情報の密なやり取りといいますか、遺ろう

をしっかり防止した上での親御さんとの密なやり取りが非常に重要だと思うんですけど、

ちょっとその辺のご見解をお伺いしたいと思います。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。築地教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（築地 高） 秩父博樹議員の再質問にお答えいたします。

まず、学校では、この病気に関しての情報は、やはり議員のおっしゃるとおり非常に

プライバシーに関わるところで、非常にデリケートなところだとは捉えております。そ

のために、まずは入学時に、小学校、中学校も入学時に家庭に対して健康カードという

ものであったり、あるいは様々な環境調査というもので病気の状況とか学校に配慮して

ほしいことを、まずは伺うような形をとっております。それを基に、その病気の中身で

あったり、状況によっては個別に面談等をしながら詳細を聞き取るということを進めて

いると考えております。その場合においては、またこのブコラムの例であったり、そう

いうものを提案したりすることも可能かと思います。いずれ保護者の病気に対する様々

なニーズをしっかりと学校が受け止められるような状況をつくって、そちらを受け止め、

学校内でも共有しながら進めていけるように取り組みたいと考えております。

なお、先ほど議員からありました今年あったてんかんで倒れた事案に関しては、その

子はその後、薬も服用するようになり、その学校では非常に元気に生活しているという

ことでありました。

以上であります。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、秩父議員。

○６番（秩父博樹） いずれ、ちょっと繰り返しになって申し訳ないですけど、いずれこ

れ、学校で使えるってなったの、本当に今始まったばっかりなので、要は知らない方が

いないような体制というか周知していただければと思いますので、その辺をお願いして
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一つ目の質問を終わります。

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質問を許します。

○６番（秩父博樹） 二つ目に、子宮頸がんの発症予防を目的としたＨＰＶワクチンにつ
けい

いてお伺いいたします。これについては、昨年の第１回定例会で挽野議員の方からも質

問あったというふうに思いますけど、またその後、環境が変わってきて、来年度からは

国の方で９価ワクチンの方も取り上げるということですので、取り上げさせていただき

ます。よろしくお願いします。

本年４月より、定期接種対象者への積極的勧奨が約９年ぶりに再開されました。また、

積極的勧奨差し控えの期間に定期接種年齢を過ぎてしまった女性に対しても、再度接種

機会を設けるキャッチアップ制度も開始され、全国的にＨＰＶワクチンに関する接種や

関心が高まっております。

先日、本市の積極的勧奨再開に伴う対応と現状についてお伺いしましたが、コロナ禍

での様々な対応で大変忙しい中、今回の勧奨再開に当たり、速やかに全対象者に郵送通

知を実施していただいたこと、本市の迅速な対応に感謝申し上げたいと思います。

前年度に比べると接種される方が増えているのは、間違いなく勧奨再開とそれに伴う

郵送通知の効果だというふうに思います。ただ、すぐに接種に動かれている方は、私が

思ったよりも少ないなというふうな印象を受けました。勧奨差し控えの期間も長かった

ので、戸惑いや不安もあるのかもしれませんし、また、新型コロナワクチンの接種を優

先しているために、ＨＰＶワクチンの接種を後回しにしている傾向があるのかもしれま

せん。

しかし、子宮頸がんは毎年約１万人が罹患し、約３千人が亡くなっている、女性に
り かん

とって命に関わる疾患であります。まだ再開されたばかりではありますが、今後も引き

続き市民の心に寄り添った丁寧な対応をお願いしたいというふうに思います。

さて、現在、定期接種やキャッチアップ制度で使用できるＨＰＶワクチンは２価ワク

チンと４価ワクチンとなっております。これらのワクチンよりも高い感染予防効果があ

るとされる９価ＨＰＶワクチンについて、厚生労働省は来年４月１日から定期接種とす

る方針であることが報道されております。定期接種として新しいワクチンも使えるよう

になることは、対象者にとっては喜ばしく、接種を検討するための大変重要な情報だと

いうふうに思います。そこで、９価ＨＰＶワクチンと定期接種化の対応についてお伺い

いたします。
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１点目に、９価ＨＰＶワクチンの効果や安全性について、どのように認識されておら

れるのかお伺いいたします。

２点目に、９価ＨＰＶワクチンの定期接種化に伴う本市の対応、対象となる方への周

知方法についてお伺いいたします。

接種が進む海外では、これ、男女共に行う接種が一般的になっております。ＨＰＶ感

染症に対する研究が進む中で、男性の感染予防の効果も実証されており、日本でも９歳

以上の男子に任意で接種できるようになりました。

そこで３点目ですが、男子へのワクチン接種助成制度も検討すべきというふうに考え

るものですが、ご所見をお伺いいたします。

２点目、以上です。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 秩父博樹議員の二つ目の発言通告であります「子宮頸がん予防ワク

チン」に関する質問につきましては、健康福祉部長に答弁させますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（後藤 健） 佐々木健康福祉部長。

○健康福祉部長（佐々木隆幸） 質問の、子宮頸がんの発症予防ワクチンについてお答え

申し上げます。

はじめに、来年度から接種が始まる９価ＨＰＶワクチンの効果や安全性についてであ

ります。

去る１１月８日に行われた第５０回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接

種基本方針部会において、９価ワクチンの定期接種に向けて具体的な議論が行われ、令

和５年４月の実施が了承されたところであります。

子宮頸がんは、ＨＰＶ、いわゆるヒトパピローマウイルスの感染が原因と考えられて

おり、これまでの２価ワクチンや４価ワクチンよりも多い９種類の遺伝子型を標的とし

ており、これまで以上に子宮頸がんの発症と死亡率を減少させる効果が期待されており

ます。また、９価ワクチンに関する臨床試験結果においては、４価ワクチンと比較して

接種部位の痛みや腫れ等の症状は多いものの、頭痛やめまい・発熱等の全身症状は同程

度であったと報告されております。

市といたしましては、９価ワクチンの効果と安全性について、市民に分かりやすく情

報提供できるよう努めてまいります。
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次に、９価ワクチンの定期予防接種化に伴う本市の対応などについては、ワクチン接

種は、原則同一ワクチンでの３回の接種が推奨されていることから、来年度新たに定期

接種の対象となる小学６年生に、９価ワクチンの説明や予診票を同封した上で個別に通

知し、接種を行ってまいります。また、来年度から新たにキャッチアップ接種の対象と

なる、現在高校１年生相当に対しましても、９価ワクチンの説明も含めたキャッチアッ

プ接種の勧奨を個別に行ってまいります。

このほか、予診票を同封した個別通知を、定期接種対象者の方には令和４年４月に、

キャッチアップ対象の方には６月に送付しております。既に２価ワクチンあるいは４価

ワクチンを接種した方がおられますので、再度の個別通知については、現段階では予定

していないところであります。

しかしながら、令和５年４月以降に１回目の接種を開始することを想定し、市の広報

やホームページ、ＬＩＮＥ等で周知するとともに、定期予防接種事業の委託先である秋

田県医師会や大曲仙北医師会からもご協力をいただきながら、対象者へワクチンの有効

性や安全性、ワクチンの種類の選択も含めて説明してまいりたいと考えております。

次に、男性へのワクチン接種の助成についてでありますが、令和２年１２月に肛門

がんや尖圭コンジローマの予防を目的に、９歳以上の男性にも４価ワクチンの接種が適
せんけい

用され、任意での接種が実施されております。また、厚生科学審議会の部会においては、

男性へのワクチン接種について議論が開始されております。

しかしながら、ＷＨＯ、世界保健機関では、まずは、女性の子宮頸がん予防を優先す

ることとしており、男性へのワクチン接種については、その後において様々な観点から

の議論が進められる方向性となっております。

こうしたことから、男性へのワクチン接種の助成につきましては、引き続き、国の動

向などを注視してまいりたいと考えております。

以上になります。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、秩父議員。

○６番（秩父博樹） まず、先ほども申し上げましたけども、郵送で通知、迅速に通知い

ただいたこと、大変にありがとうございます。

今の私からの二つ目の質問についてですけど、今のご答弁からですと、対象者の一部
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への通知になるのかなっていうふうに、全員ではなくて一部になるのかなというふうに、

そういうふうに捉えたところですけど、この今の、先ほども申し上げましたけど、この

接種率、今そんな高くない、低い、そういうところから勘案しても、この大仙市の中で

も今、接種するかしないか考えていらっしゃる方も結構たくさんおられるのかなという

ふうに思います。もしかしたら、これはごく少数なのかもしれないですけど、その９価

ワクチン、来年からやるというふうに国の方で、今、報道されていることで、それに合

わせて受けようと思われている方ももしかしたら、今じゃなくてそれに合わせて受けよ

うと思われている方もいるのかもしれません。ちょっとそこは自分、調査したわけじゃ

ないので分からないんですけど、そうした人たちにとってこの９価ワクチン、定期接種

で使用可能になること、安全性とかそういう情報は非常に重要だと思いますので、そこ

をまずしっかり周知いただければというふうに思います。事前の情報というの、すごく

大事だと思っておりまして、よく市の方では、例えば広報に出すとか、また、ホーム

ページで出すとか、先ほどＬＩＮＥとかってもおっしゃっていたと思いますけど、多分

そういうところ、こっちで発信しても気付けない方いらっしゃると思うんです。なので、

個人宛てに郵送で送るっていうのは、やっぱりそれよりも強いアプローチになると思い

ますので、できれば対象者全員に郵送で送っていただければと思います。その辺を要望

しまして、この二つ目の質問を終わりたいと思います。

以上です。

○議長（後藤 健） 一般質問の途中でありますが、この際、昼食のため暫時休憩いたし

ます。午後１時に再開いたします。

午前１１時５４分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 ０時５７分 再 開

○議長（後藤 健） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、３番の項目について質問を許します。

○６番（秩父博樹） 三つ目、 後の質問になります。よろしくお願いいたします。

帯状疱疹の予防についてお伺いいたします。
ほうしん

この帯状疱疹、ここでは“つづらご”というふうに言われますけど、これに関しまし

ては昨年の第２回定例会、それから本年の第２回定例会でも取り上げさせていただきま
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したが、その後も市内の多方面から様々お声をいただきまして、是非、予防接種の補助

金制度を早期に設けていただきたいとのお声をいただいておりますので、再度取り上げ

させていただきます。よろしくお願いいたします。

本年の第２回定例会でもお伝えしましたが、「新型コロナウイルス感染症にかかった

５０歳以上の人は、痛みを伴う皮膚疾患である帯状疱疹の発症リスクが高まる可能性が

ある」との研究を、英製薬大手が医学誌に発表しております。

年々、高齢化率の上昇により、帯状疱疹の発症率はさらに高くなることが予想されま

すが、ワクチン接種を行うことにより、病気に対しての免疫力が高められ、発症や重症

化を抑えることができることから、予防接種の意義は大きいものというふうに考えます。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活や行動の制限がストレスや運動不足などに

つながり、これまで以上に帯状疱疹の罹患者が増加することが懸念されます。

現在、帯状疱疹ワクチンは、予防接種法に基づく国が接種を勧奨している定期接種と

は異なる任意接種であります。また、一定の効果はあるものの、新型コロナワクチンと

同じように、接種後に注射部位の痛みや全身の倦怠感など副反応が出る場合もあるとさ
けんたい

れております。

しかしながら、帯状疱疹を経験した方のお話では、「肌が敏感になり、下着に擦れた

だけでも痛みがつらい」「痛い病気と聞いていたが本当につらい」「何もしなくても激

痛が続く」等々、一貫してつらい痛みを伴う皮膚疾患であることからも、一日も早く罹

患者を一人でも少なくする必要があるというふうに考えます。

また、新型コロナウイルスに感染した方は、帯状疱疹に罹患するリスクが高い傾向に

あることや、８０歳までに３人に１人が帯状疱疹を発症し、帯状疱疹後神経痛や顔面神

経まひなどの重い合併症により、日常生活に支障を来す方が一定数おられることも公表

されております。

昨年度の大仙市医療行政連絡会において、大曲仙北医師会からは、帯状疱疹は初期の

診断が難しく、初期に処方する抗ウイルス薬も高額であることから、帯状疱疹の予防に

効果があるワクチン接種の推奨と助成を検討していただきたい旨のご要望をいただいた

と伺いました。

本年の第２回定例会では、帯状疱疹ワクチンの予防接種の助成制度等の構築に向けて、

今後、大曲仙北医師会と協議を行うとともに、市民の皆様へ予防接種の有効性と安全性

等を周知するなど、帯状疱疹ワクチンの予防接種の体制整備に努めていく旨、ご答弁い
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ただいたところですが、医師会からのご要望にもあるとおり、初期に処方する抗ウイル

ス薬も高額であることから、是非、対象年齢５０歳以上、半額の公費助成を目標に予算

編成に取り組んでいただきたいというふうに考えるものですが、市当局のご所見をお伺

いいたします。

以上です。

○議長（後藤 健） ３番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） 質問の、帯状疱疹の予防についてお答え申し上げます。

帯状疱疹ワクチン予防接種の助成につきましては、大曲仙北医師会と協議を行いなが

ら、ワクチン接種が可能である５０歳以上の方を対象に実施することとして準備を進め

ております。

帯状疱疹ワクチン予防接種の費用につきましては、生ワクチンは１回接種で約１万円、

不活化ワクチンは２回接種を必要とし１回約２万円であることから、接種を受けられる

方には高額な自己負担となっております。

接種費用の助成額につきましては、こうしたことを踏まえまして、現在、令和５年度

当初予算編成において検討しているところでありますが、議員ご指摘の点も視野に入れ

ながら助成額を決定してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

【老松市長 降壇】

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、６番秩父議員。

○６番（秩父博樹） 私の想定では、数千円程度の助成で考えているのかなと思っていた

ところですので、ちょっと予想外に、いい答弁をいただきましてありがとうございます。

ただ、まだ検討という段階ですので、財政とのやり取りになるかと思うんですけど、

是非前向きに検討いただければと思います。

先ほど市長からおっしゃっていただいたとおり、生ワクチンで１万円ぐらい、不活化

ワクチンですと、ブースター効果もあって２回接種するということになっておりますけ

ど、２回だと４万円掛かるわけで、やはり１回で４万円となると市民の懐にはかなり接

種するに 躊躇 してしまうというか、そういう部分あると思います。効果は私の聞いた
ちゅうちょ

ところだと、２０年ぐらい持続するというふうに伺ったところです。そういうふうに計
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算すると、１年当たり２千円という計算になるのかなと思うんですけど、ただ、支払う

側はやっぱり一括で支払う必要がありますので、２０分割はできませんので、やはりそ

ういうところも勘案しながら、庶民感覚の観点から検討いただければと思います。是非

半額助成に向けて鋭意努力いただきたいと思います。これを要望して、この質問を終わ

ります。ありがとうございました。

○議長（後藤 健） これにて６番秩父博樹議員の質問を終わります。

【６番 秩父博樹議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、８番安達成年議員。

（「はい、議長、８番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、８番安達議員。

【８番 安達成年議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○８番（安達成年） 大地の会の安達成年です。今回、２項目通告いたしておりますので、

それについて質問させていただきます。

初の質問は、文化財についてですけれども、仏教美術に生涯をかけた鈴木空如につ

いてでありますが、その前に、１１月３０日、観光議員連盟視察の際に『佐藤家住宅』

を訪れさせていただきました。このたびの国重要文化財、本指定というふうなことで、

誠に本当におめでとうございます。

文化財に関しましては、指定を受ければそれでよいというわけではなくて、ここから

がスタートですので、本当に大切にしていただきたいし、今後の顕彰や活用が非常に大

事ですので、よろしくお願いしたいと思います。

実は、今回質問いたします鈴木空如も、佐藤家とは関わりがあり、佐藤家では空如に

対して、彼の生き方に理解を示し、特別な援助・応援を行った経緯があります。代表的

な作品も佐藤家に残されております。来年、空如の生誕１５０年を迎えるに当たり、こ

れも何かの縁かと、個人的には喜んでおります。

さて、鈴木空如については、私が紹介するまでもなく、ご存じのことと思いますので

詳しくは申しませんが、来年、生誕１５０年を迎えるに当たり、以前にも法隆寺の金堂

壁画の模写を縁としまして、平成２８年には法隆寺の前管長であります大野玄妙管長か

ら大仙市に来ていただき、「日本のこころと和の文化」と題して特別講演していただい

た経緯もあります。
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来年度は宮城県の東北歴史博物館でも空如作品の紹介展示をしたいとの申し入れもあ

るようにお聞きしましたが、大仙市でも、こうした機会を大事にすることは申すまでも

ありませんが、生誕１５０年に当たる来年度は、重要な節目の年となります。ぜひとも

空如に関して、一歩踏み込んだ顕彰事業を実施することが、大仙市民、特に子どもたち

の情操に大切となるのではと考えるものであります。

大仙市では、これまで大曲地域の榊田清兵衛などをはじめ、各地域の先人たちの努力

と功績を学ぶだけではなく、偉人たちを通しまして、ふるさと愛の醸成や大切な地域の

歴史を知ることを、ずっと大切に継続してきております。空如生誕１５０年は、地味で

すが、子どもたちに対しては、先人顕彰の勉強の弾みがつきますし、空如によって法隆

寺様と結び付いた稀有な関係を、市民共有財産として積極的に活用することで、時宜に
けう

合ったものと考えることができるのではないでしょうか。

いよいよ予算編成の時期となり、当局としては、詳細についてはまだ示せないかと思

いますが、文化財資源は地域づくりや観光、さらには市民の精神的ふるさと意識の支え

となる重要なキーワードとなるものです。おそらく空如に関係する特別な事業などを計

画しているかと思いますので、どのような内容で計画しているのか、お示しいただけな

いか、また、観光部門とのコラボについても計画があれば教えていただければ大変あり

がたいです。

以上、質問の１点目、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 安達成年議員の一つ目の発言通告であります「鈴木空如生誕１５０

年記念事業」に関する質問につきましては、観光文化スポーツ部長に答弁させますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 伊藤観光文化スポーツ部長。

○観光文化スポーツ部長（伊藤優俊） 安達成年議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、鈴木空如生誕１５０年を記念した顕彰事業についてでありますが、一つ目は、

４月２９日から５月１４日まで、太田文化プラザで「法隆寺金堂壁画」のほか関係作品

や資料を展示した特別展を開催し、市民の皆様に鑑賞していただきたいと考えておりま

す。併せて、記念講演会等も行えればと思っております。その際には、東北管内の高速

道路のサービスエリア・パーキングエリアや道の駅にチラシを置かせていただき、市内

観光への誘致に努めてまいります。
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二つ目は、公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団で実施しておりま

す「ふるさとのゆかりの偉人マンガの製作と活用事業」に助成申請をしております。採

択された場合は、補正予算の計上をお願いする予定としております。採択の時期は令和

５年２月頃と伺っており、Ｂ＆Ｇ海洋センターが所在する自治体ゆかりの偉人に関する

マンガを、地域の皆さんとの協働で製作し、地元の小・中学生への配布・活用を行うも

のであります。ふるさとへの興味関心の向上、将来の生き方や生活を考えるきっかけに

寄与することを目的としております。

また、議員が述べられているとおり、４月１５日から６月１１日まで、宮城県多賀城

市にある東北歴史博物館で開催が予定されている東日本大震災復興祈念特別展「悠久の

絆 奈良・東北のみほとけ展」に空如筆「法隆寺金堂壁画」のうち、６号壁「阿弥陀浄

土図」と１０号壁「薬師浄土図」の 出陳 を求められて承諾しております。その際には、
しゅっちん

当市をＰＲするために、パンフレット類の掲示もさせていただきます。

以上の事業を含めて、鈴木空如の画業については、市民の皆様に広く啓発できるよう

に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、８番安達議員。

○８番（安達成年） 空如につきましては、私たち年代はいろいろ分かっているんですけ

れども、やっぱり今の児童・生徒はなかなか地域の先人といいますか、そういうふうな

顕彰に関して、なかなか覚えているわけでもないので、ぜひともその展示する場合には、

教育委員会ともコラボ、手を取ってっすよ、児童・生徒から全市の方々から見ていただ

きたいなと思うし、やっぱりそういう思いが、空如ばかりではなくて文化財全般に言え

ますけども、そういう地域の思いとか、そういう思いがなければこれからやっぱり保存

していくこともできないし、顕彰していくこともできないので、そこら辺はひとつよろ

しくお願いしたいなと思います。これについての答弁はいいですけども、もしかして法

隆寺さんとは何かしらのやつやるとかやらないとかっていうやつ、もしも何かあれば、

その点についてちょっと教えていただければなと思います。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 奈良県法隆寺との関係については、今、一生懸命交渉中なので、先
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ほど部長からはお話できなかった、まだ未定ということでお話できなかったわけですけ

ども、実は鈴木空如の法隆寺金堂壁画をですね、法隆寺で特別展示するということで今、

法隆寺さんと調整させていただいております。時期は来年の１１月頃を想定しておりま

すけれども、何とかそういう形で空如の何ていいますか、ふるさとみたいな法隆寺で空

如の壁画を展示できればと。例年１１月は法隆寺で焼損壁画の展示をされているという

ことですので、それにあわせて展示をするということで今調整しております。まとまっ

て、予算に間に合えば当初予算に、ということになるわけですけども、ちょっと今、ま

だまだ詰めることがたくさんあるみたいなので、その際には展示だけでなくてですね、

これも未定ですけれども、何とか映像でね、記録できないかなと、空如の壁画を法隆寺

に展示した際のそうした映像で記録できないかなということを考えていますし、また、

市民の皆さんが法隆寺を訪問する際ですね、その訪問経費について一部助成できないか

なと。その１４日間という、今、展示期間は１４日間なので、その期間に訪問していた

だける市民の皆さんに対して何か支援できないかなというようなことを今検討している

ところであります。いずれまとまれば、どこまでできるか分かりませんけれども、法隆

寺さんといろいろ具体的に詰めさせていただいて、展示することについては基本的には

賛同、オーケーいただいておりますので、何とか今申し上げたような形でできないかな

と、まだまだいろんなこと付随してできるかもしれませんけれども、いずれ今そういっ

たことで調整中であります。よろしくご理解のほどお願いします。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、８番安達議員。

○８番（安達成年） 再々質問というわけではありませんけども、思ったより何か、私

思ってるよりも前、前、前の方さ進んでいるのかなと思って大変いがったなど思って、

どうせ行ぐんなば、関西まで行ぐんなば、やっぱり大仙市をもっとアピールする何か観

光的なもの、お米でもサキホコレでもいろんなものあるんで、それも何とかこの先検討

していただきたいなとお願いして再々質問を終わります。

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質問を許します。

○８番（安達成年） 次の２点目につきましては、学校給食費（食材費）関係について質

問させていただきます。

近の風潮といいますか流れといいますか、これまでも市民の方々の様々な要望の中
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で、また、この市議会議員の皆様のこの質問の中でも、大仙市の子育て事業の一環とし

て学校の給食の無償化、食材費の無料化を検討していただけないかとの要望もこれまで

たくさんあったかと思います。

初にお断りしておきますけども、今回の私の質問は、それとはまた違う考えもある

との中での質問で、不評を買うかもしれませんけれども、はじめにお断りさせていただ

きます。

実は、私へご意見をお寄せいただく子育て真っ 中、少しは子育てから離れつつある

保護者、給食から離れた方々からは、学校給食費、食材費につきまして、市では２７０

円とか３００円とか、その年代によってですけれども、その給食費の食材費をいただい

ておりますけれども、別に逆にもっと食材費にお金をかけて、成長著しい子どもたちに、

もっといいものを食べさせてくれとか、旬な時期に旬な食材で給食を提供してほしいと

か、地元産の伝統野菜や、可能な限り地産地消の精神で給食を作ってほしい、さらには、

フレッシュな野菜・果物が少し少ないのではないかとか、それに伴います子どもの教育、

食育として、保護者が負担が必要であれば、当然手当ももらっているので、それはそれ

で構わないというふうなご意見も寄せられております。

確かに全ての行政サービスが無料であれば、私たち市民はうれしいことではあるが、

無理なものを無理にする必要はないというふうなご意見も寄せられております。そうい

うご意見を私なりに市民の方々の声を整理してみました。

憲法には、当然その「すべての国民は健康で文化的な 低限度の生活を営む権利を有

する」というふうなこともありますし、日本国民が、市民が、安全で安心な暮らしを提

供する行政サービスは、ほぼ１００パーセント国民一人一人の税金で賄われております。

国民の所得からいただいた税金を再分配といいますか、する形で平等に行政サービスに

転化するといいますか、国民は平等に文化的生活を営めることができる仕組みを、これ

まで日本全体として構築してきました。そのために行政が予算を組み、優先順位を付け、

暮らしやすい環境を整備してきたと思います。農業の環境整備だったり、道路整備だっ

たり、防災だったり、福祉や教育だったり、 近は若者支援とかコロナの政策など、挙

げればきりがありませんけれども、その中でも、当然行政と市民が応分の負担をしなが

ら行う行政サービスもあることも事実です。所得の要件を設けた福祉や介護サービスな

ど、一例としてですけれども、これからの季節、冬ですけれども、除雪関係で行う福祉

で行っております高齢者宅の間口除雪サービスもその一つで、年金暮らしの高齢者の
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方々も年金の中から個人負担をしなければならない場合もあります。本日の質問の学校

給食もその一つだと思っております。

先ほどの保護者の方のお話に戻りますが、子育てに関しては非常にお金が掛かるし、

経済的負担も多い。そのためにも大仙市では子育て支援に力を入れておるのだと思いま

すし、児童手当や児童扶養手当の支給など、これまで日本の国は、困っている人がいれ

ば社会全体が支えると、所得に応じて応分の負担をしながら国民全体で支える仕組みの

制度をこれまで作り上げてきました。もしも経済的に大変だという人がおれば、私はで

すよ、社会の仕組みがそうですので、堂々とそういう制度、福祉制度の恩恵にあずかる

べきだと思いますし、教育費についてもそうだと思います。要保護、準要保護制度がき

ちんとしております。教育委員会は、私は相談体制もしっかりしていると思っておるの

で、堂々とその制度を活用するべきだと思いますし、実際に私が調べたところ、２５０

人以上の方々が、この要保護、準要保護制度を活用してございます。児童手当について

も、支給世帯を調べてみると、所得要件外のために児童手当の支給がなしといいますか、

つまり大仙市には所得が多いために児童手当を受けられない家庭や世帯が、私が把握し

ているだけでも５０世帯以上おります。実際はもっといると思います。この大仙市の給

食費の予算を見てみますと、全体の３５パーセントが食材費として保護者から負担をし

ていただいており、残りの６５パーセントは市が負担しております。当然、施設の環境

整備、修繕は市が、特に今回のように中仙の給食センターの統合には多額の経費が掛か

ります。機材の更新など、今後は廃止した給食センターをどうするのかも議論する必要

があると思っています。

学校に掛かる経費はほかにもあります。大仙市全ての学校に冷房は設置されましたが、

主な教室のみと認識しております。ほかの市町村では全ての教室に冷房が設置されてい

るところもあります。特に大仙市では、学校のトイレの洋式化が全部終わっていないと

思っています。また、通学路の整備とか、歩道とか、グリーンベルトの設置とか、ス

クールバスの運行経費など、やっぱり今後も学校の統合等に掛かる費用もあると予想さ

れます。

私は、学校に掛かる環境整備をしっかりしてから給食費問題に取り組むべきと思って

おります。しかしながら、大仙市が子育て支援として、どうしてもこの無償化の制度を

設けるのであれば、これは市のどの事業にも当てはまることですが、それぞれの事業が

市民に対して平等に恩恵があるか、等しく利益を受けられるかも検討材料でありまして、
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給食費に関しても、所得要件を設けるなど、給食があまねく、等しく、利益を受けられ

るかも検討するべきであり、私は前段で申し上げたとおり、教育現場の環境整備に 初

に財源を投じていくのが筋かなと思いますし、そういうふうなことも含めた議論を積み

重ねて今後は対応するべきだと個人的には思っております。

ちょっと前段が長くなりましたけれども、言わんとしていることは分かっていただけ

たのかなと。世の中に、まだ何でもただだばいいという人ばかりではないというふうな

ことです。権利も主張するんですけれども、義務も果たすという人もたくさんおります

ので、そこら辺も分かっていただければなと思います。

それで、すいません、質問の本題に入りますけれども、１点目ですけれども、保護者、

関係者からの要望もありまして、給食センターでは、仕入れの食材費、負担の２７０円、

３００円に合わせて仕入れをしているのかと。例えば、仮に仕入れ５００円掛かるんで

あれば、保護者負担の２７０円、３００円を差し引いた２００円は市とか教育委員会で

負担できないかと。負担上限以外の部分も負担しながら、いい食材を仕入れてほしいと

いうふうなことです。

極端ですけれども、例えば、牛肉であれば大仙市産和牛の１頭をまるまる買い付ける

とか、極端ですよ、そういうふうなこともして、大仙市産の食材月間とか収穫祭とか、

名前とか付けて、１年に１回ぐらいそんなこともいかがでしょうかというふうなことで

すけれども、できないかもしれませんけども。

２点目は、実は給食センターの特徴ある献立表を見させていただきました。大変よく

できた献立表ですし、大仙市産の食材の紹介や栄養の摂取量も添付しております。 近

は大仙市の伝統野菜を使った「ふるさと学校給食献立コンテスト」ですか、も行われま

したし、そこで、食材の地産地消率はいくらなのか教えていただきたいなと思っていま

す。

実は、平成２６年の第１回定例会の渡秀俊議員の質問の答弁で、教育委員会では、

地場産野菜の使用割合が、平成２４年には４４．７パーセントとの答弁がありました。

現在はどうなっておるのか教えていただきたいと思います。

続けて３点目ですけれども、個人的には、食育の一つに食品ロス削減の考え方もある

と思います。

実はこれも平成２８年の第２回定例会の秩父博樹議員の食品ロスの質問の答弁で、教

育委員会では、学校の環境学習などの取り組みによりまして、平成２３年から平成２７



- 71 -

年までに、残飯の関係ですかね、１２トンの削減があったというふうになってございま

す。また、残飯については、堆肥の材料としているとの報告がありました。その後どう

なっておるのかについても教えていただきたいと思います。

これからの環境にやさしい社会とか、そういうことを捉えた時に、残飯は再利用して

肥料とかそういうものに置き換えるとか、また、例えば契約農家さんにその作った堆肥

をやって、さらにその田畑で利用していただいて、その作物をまた子どもたちがいただ

くというふうな、循環型の給食センターというそういうふうな考え方もあると思います

けれども、教育委員会ではどう考えているのかについてもお教えいただければなと思い

ますし、もしかすると、現在改築している中仙給食センターでは、そのような機能のあ

る給食センターになったのかどうか、なろうとしているのかについてもひとつ併せてお

答え願います。

以上、３点についてお願いします。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育長。

【伊藤教育長 登壇】

○教育長（伊藤雅己） 質問の、学校給食費についてお答え申し上げます。

はじめに、食材の仕入れ費につきましては、学校給食法に基づき、１食分の給食費、

小学校２７０円、中学校３００円を保護者から負担していただき、食材料費としており

ます。したがって、食材の仕入れ費については、年間を通してこの金額に収まるように

運用をしております。

給食の献立は、月ごとに各給食センターの栄養教諭が作成しており、季節の行事食や

お楽しみ献立など様々な趣向を凝らしております。

議員からご提案のありました大仙市産月間や収穫祭等につきましては、例えば、地産

地消の食育の面から、ふるさと給食献立コンテストを実施し、地場産食材を取り入れた

児童の優秀作品を実際に給食のメニューとして提供しております。また、１１月には和

食月間として特に大仙市産の食材を多く取り入れるとともに、昨年は１食分、今年は２

食分、サキホコレを提供しております。さらに、卒業学年を対象としたスペシャル給食

では、ステーキなどの豪華な食材を提供したり、デザートを選択できるようにしたりす

るなどの特別なメニューを提供しております。

このように、限られた食材料費の中でも、学校給食実施基準による、児童生徒１食当

たりの栄養摂取基準を満たすとともに、食育を意識した給食の実施に努めており、引き
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続き現在の経費負担で対応してまいりたいと考えております。

次に、食材の地産地消率につきましては、使用頻度の高い野菜１５品目では、令和３

年度実績で５１．１パーセントの大仙市産野菜を使用しております。大仙市産を含めた

秋田県内産では５３．６パーセントの使用率であり、全県的にも高いレベルにあります

ので、引き続き地場産食材の使用拡大に努めてまいります。

次に、食品ロスの取り扱いにつきましては、残さい量は、平成２８年度以降も緩やか

な減少傾向にありましたが、令和２年度は平成２８年度と同程度となり、令和３年度に

は２トン余り増加しております。これは新型コロナウイルス感染症の影響により欠席者

が増加したことが大きく関係しているものと推察しております。

残さいについては、市内５カ所の学校給食センター全てに生ごみ処理機を設置し、廃

棄量の削減に努めております。そのうち、学校給食総合センターと西部学校給食セン

ターについては肥料製造機を設置しており、リサイクル事業として学校の花壇や畑等の

肥料として活用しております。

議員からご提案のありました仕入れ先農家等への肥料の利活用についてですが、農業

用肥料として使用するためには絶対量の不足と安定供給の面から懸念があり、難しい状

況にあります。

また、中仙学校給食センターの改修においては、作業の動線やスペースの問題から肥

料製造機は設置できませんでした。

引き続き、各学校の給食担当者との情報共有に加え、栄養教諭が給食の時間に各学校

を訪問するなど、きめ細やかに給食の実態を把握しながら、食品ロスの削減や食育の充

実に努めてまいります。

以上です。

【伊藤教育長 降壇】

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、８番安達議員。

○８番（安達成年） 答弁ありがとうございました。なかなか市でも財政苦しいので、

３００円以上は出されないというふうなことのようですけれども、できればその何かに

つけては、超す時も市で何とか負担する時があってもいいのかなと個人的には思うので、

ひとつよろしくお願いしたいなと思いますし、あとは当然地産地消の部分は増えている
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ということなので、もっともっと大仙市産を使っていただきたいと思うし、できればす

よ、先の種苗交換会でも大仙市の農家の方々、いろんな賞をもらって一生懸命頑張って

いるので、できればそういった方々から仕入れていただきたいなと、これ要望です。別

に答えはいりませんけれども。

それと、あと、実はですね、１０月に大地の会で会派の視察ということで鹿児島市の

南部清掃工場を視察してきました。当然その清掃工場と給食センター、違いますけれど

も、ただ、今の考え方からいって、やっぱりエネルギーの地産地消とか、脱炭素社会と

か、それから資源循環型社会とか、それからゼロカーボンシティの実現などとかという、

そういう考え方は多分どういう施設においても必要だと思うので、せっかく今、中仙の

給食センター改築したのに、別に建物の中さなくても、外さ作ればいいだけだと思うの

で、私はすな、その何ていうか食品ロスといいますか、残飯について処理する施設を、

これからもしかせばほかの施設とかで改修しなないところが出てくるかもしれませんの

で、そういう時にはやっぱりそういうものを踏まえた改築の仕方をしていただきたいな

と思うので、答えは多分ないと思うので別に答えはいりませんし、あれですけれども、

後に小言だけ言って終われば後味悪いので、実は保護者の方から、この給食センター

にお礼を言ってくださいとちょっと言われてきたので、それちょっと紹介して終わりた

いと思います。

ある方の娘さんが東京方面の大学に、東京方面です、進学したそうです。自炊してい

て、ある日、娘さんから大仙市の食材を送ってけれと。どこそこのあれ、どこそこのあ

れというのを送ってけれという電話が来たそうです。そこの方は、何でその娘さんがそ

ういうの知っているかとなれば、どうもその中学校の時の献立表にそういうのが書いて

あったそうです。すごくいいことをやってくれているんだなということを改めて思った

そうです、その方は。娘さんですんで心配ですけれども、いずれ大学が終われば、でき

ればふるさとさ戻ってきてほしいというふうな思いがある方なようです。だからその、

例えば食材の献立表とか給食センターが、この娘さんに対してふるさと愛につながるよ

うな、ふるさとを思い出してくれるようなことをしてくれていることに非常に感謝して

らというふうなことで、できるだけそのふるさとの味を忘れないように、これからもそ

の方はどんどん大仙市産を送るそうです。というふうなことを言われておりました。そ

れで、今まで栄養士の先生とか給食センターの方々に非常にありがとうございましたと

いうことを伝えていただきたいなということを預かってきましたので、 後にそれを紹
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介して、それと、私たち人間は生きるためにはやっぱり食べ物とか水とか飲まねばいげ

ねし、そういうとこさ職員の方々はなかなか携われる仕事っていうのは、人事異動がな

ければ携わるチャンスないかもしれませんけども、やっぱりそういうふうなこと、市民

から良く思われているということをやっぱり誇りに思いながら一生懸命仕事に取り組ん

でほしいなということをお願いと、ありがとうと含めまして、私の質問は終わります。

以上です。

○議長（後藤 健） これにて８番安達成年議員の質問を終わります。

【８番 安達成年議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、１６番山谷喜元議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、１６番山谷議員。

【１６番 山谷喜元議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○１６番（山谷喜元） 大地の会の山谷喜元です。二つの項目についてご質問させていた

だきます。

はじめに、森林の適切な管理のための、仮称ですけれども「森林管理監」の配置につ

いてお伺いいたします。

令和４年第３回定例会において農林整備課から、大仙市の再造林に関する方針につい

てということで示されております。これによりますと、多くの人工林が利用期を迎えて

皆伐されるような状況にあるけれども、再造林が進まず、森林の循環利用につながって

いない課題が見えているというものでありました。

今、ウッドショックによって国内木材市場では高値で推移しているようですし、県で

も「新あきた元気創造プラン」で、カーボンニュートラルへの挑戦ということを重点施

策として「あきた再造林拡大プロジェクト」を策定して再造林面積の目標を設定をする

などして事業を展開しているようであります。

大仙市でも再造林に関する数値目標を定め、県と協調した事業展開を実施するとして

おります。カーボンニュートラルへ挑戦をしている大仙市としては、是非しっかりと取

り組んでいただきたいと思っているところであります。

別の資料によりますと、１年当たりの森林１ヘクタール当たりの炭素吸収量は、２０

年生前後の森林が一番高く、天然広葉樹で約１．４トン、それに対して針葉樹、特に杉
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は３．３トンとなっております。４０年前後になりますと２．３トン、６０年前後にな

りますと１．１トンと次第に少なくなってまいります。このことからも、５０年程度で

伐採して、その場所に杉を植林するというサイクルを作って森林の循環利用を図ってい

くことが重要と考えます。

市では、再造林モデルとして、西仙北ぬく森温泉ユメリアの北西の７．７９ヘクター

ルを利用して、再造林費用の縮減、作業の省力化の実証作業を行って、その検証結果を

紹介するとしております。大仙市が所有する森林面積は１，０００ヘクタールほどとな

ると聞いております。例えば、毎年２０ヘクタールで作業したとしても、５０年以上は

かかるという計算になります。大仙市では、令和３年度から令和１２年度までを計画期

間として、大仙市豊かな森づくり振興プランを策定しておりますが、その中では 近の

ウッドショックによる木材を取り巻く環境の変化など、それとＳＤＧｓに関連しての

カーボンニュートラルの視点、そして再造林に対する支援などに対しての記述が少し弱

いような感じがしたところであります。

この種の計画については５年ごとの見直しも行われると思いますので、そのためにも、

仮称でありますが、森林管理監の配置を行っていただいて、市所有の森林の管理はもち

ろんですが、民有林の管理に対する助言・指導も行うような人材の確保が必要だと考え

ますけれども、当局の考えを伺います。よろしくお願いします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） 山谷喜元議員の質問にお答え申し上げます。

質問の森林の適切な管理を推進するための人材の配置についてでありますが、森林林

業を取り巻く環境は、ウッドショックを機とした国内木材市場の活性化やＳＤＧｓの推

進、さらには２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた森林資源に対する期待が

高まる中、林業にとっては追い風となっております。

特に、森林資源の循環利用において再造林の推進は、グリーン成長につながる重要な

取り組みであるとともに、ゼロカーボンシティを目指す本市にとって、吸収源対策と持

続可能な林業を実現する上で欠かすことのできないものと捉えております。

市では、再造林の推進を図るため、令和５年度から市有林を活用したモデル事業を計

画しており、造林に関する低コスト省力技術の実証を踏まえながら、再造林の取り組み

を積極的に私有林へ展開していくこととしております。
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また、モデル事業の実施と併せ、造林や森林保育に関する国や県の補助事業のかさ上

げを行い、森林所有者の負担軽減を図り、「伐って、使って、植える」という森林の若
き

返りに取り組みやすい事業体制を整備してまいります。

市といたしましては、議員ご指摘のとおり、そうした再造林の推進をはじめ、令和３

年３月に森林林業の総合的な発展計画として策定した「大仙市豊かな森づくり振興プ

ラン」を着実に実施していくため、森林林業の専門的な知見や経験を有する人材の配置

を検討してまいります。

【老松市長 降壇】

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、山谷議員。

○１６番（山谷喜元） ご答弁ありがとうございます。かなり前向きなご発言でしたので、

ちょっとびっくりしておりまして、専門的な方なんですけれども、やはりその知識は当

然必要だと思いますけれども、やはり現場の経験といいますか、そういうことも、つま

り知識も経験も豊富な人ということが大事になってくるんではないかなと、そこまで

おっしゃってくださったので、こんなふうに言いますけれども、でも、そういう方って

いうのはなかなかいらっしゃらないので、４月にすぐというわけにもいきませんでしょ

うから、何とかその辺をしっかりと見極めていただいて、いい方を配置していただきた

いなと思います。そういうお願いをして一つ目の質問を終わります。

○議長（後藤 健） 次に２番の項目について質問を許します。

○１６番（山谷喜元） 次に、高齢者に対する生活支援の充実についてお伺いをいたしま

す。

人生１００年の時代に入ったと言われるようになりました。市民の皆さんが健やかに、

そして幸せに暮らせる健康長寿な社会の実現を目指して、現場で頑張ってくださってい

る皆さんに本当に敬意を表したいと思います。

特にご高齢の皆さんが安心できる地域医療の体制や生活支援の充実は、様々な分野が

連携して取り組むべき課題だと感じております。

大仙市では、令和３年度から５年度までを計画期間として大仙市高齢者プランを策定

しております。「ともに助け合い支え合う安心の地域づくり」を基本理念に、四つの基

本目標を掲げて取り組んでいるわけですが、移動手段については大仙市地域公共交通計
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画マスタープランがあって、それぞれ連携して取り組んでいると思っております。その

中で少し気になるところが出てまいりました。

まず地域医療についてであります。地域の医療機関が診療を終えるというようなこと

が起きてきております。いわゆる事業継承の問題は医療機関だけではありませんが、そ

ういうような情報を事前に収集していただいて、例えばそんな地域においては、週１回

でも診療所を開設するなどの工夫ができないものかなと思っているところであります。

次に、買い物についてであります。幸い各地で移動販売車が運行されて、中には見守

りをしてくださっている方々もいらっしゃいます。その方々の活動継続に向けて、市と

してさらに支援していただきたいなというふうに考えております。

後に移動手段についてでありますが、地域公共交通システムを地域に張り巡らして

丁寧に対応しているとは思います。ただ、地域によっては状況が変わってきているとこ

ろが出てきております。状況に応じて柔軟に対応していただきたいと思っているところ

であります。

いずれにしましても、常に地域の利用者の声に耳を傾けて対応していただきたいと考

えております。

いわゆる介護保険が適用されない一般の高齢者、特に、町・村の中心地から離れたと

ころに暮らす高齢者の皆さんの医療に対する不安ですとか、買い物に対する不安、そし

て移動手段に対する不安、それらに対して、それらの生活支援について、今以上に充実

させる必要を感じますが、当局のお考えを伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 山谷喜元議員の二つ目の発言通告であります「高齢者に対する生活

支援の充実」に関する質問につきましては、健康福祉部長に答弁させますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（後藤 健） 佐々木健康福祉部長。

○健康福祉部長（佐々木隆幸） 質問の、高齢者に対する生活支援の充実についてお答え

申し上げます。

議員ご指摘のとおり、高齢者を取り巻く社会環境の変化や少子高齢化に伴い、特に市

の中心部から離れた地域では、医療、買い物、移動についての課題が顕在化してきてお

ります。市といたしましても、課題解決に向けて取り組んでいくことの重要性を認識し

ております。
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地域医療についてでありますが、地域の医療機関が診療を終えるということは、地域

にとって喫緊の課題であります。事業継承の問題については医療機関に限ったことでは

なく、地域課題の大きな要因として捉えており、今後も広く情報収集に努めてまいりた

いと考えております。

買い物支援につきましては、令和元年度に地元のスーパーマーケットがなくなった地

域において、住民主体によるミニスーパーマーケットが開設され、現在は移動販売車が

導入されるなど、地域に欠かせない存在となっております。市といたしましては、今後

も実施団体と連携を図りながら、支援等を継続してまいります。

移動手段の支援といたしましては、交通空白地域の解消を目的とした乗合タクシー等

を運行しているほか、高齢者等の日常生活の支援と公共交通の利用促進を図るため、交

通助成券「のりのりきっぷ」を交付しており、皆様にご活用いただいているところであ

ります。

いずれにしましても、市といたしましては、地域課題や高齢者のニーズについての情

報収集を重ねていくとともに、様々な分野と連携を図りながら、高齢者の皆様が現在お

住まいの地域で安心して暮らすことができる環境の整備と、生活支援に努めてまいりま

す。

以上であります。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、山谷議員。

○１６番（山谷喜元） ご答弁ありがとうございます。

大仙市の高齢者プランなどを見ても、やっぱりしっかりとアンケートを取って作られ

ているなという印象はあります。ただ、回答については、本当にご本人ではなくてご家

族の方がお答えなさっているというような場合もあるようで、そんなことも聞いており

ます。このプランですけども、３年ごとということで、短いスパンで改定になるようで

すので、大変いいことだなと思っています。

改めてアンケートということが必要ですけれども、やっぱり地元で直接そういう方々

と接している人たちがね、支援している方々たくさんいらっしゃいますので、そういう

方々の意見をしっかりと聞いていただきたいなというような感じです。なぜかといいま

すとね、いわゆる介護保険から外れた人、外れた人っていうか、そんなに大したことが
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ない人、つまり老人車を押して歩いている人だとか、あとそろそろ免許を返そうかなっ

て思っている人だとか、そういう人たちが、さあじゃあ公共、いわゆる交通機関を利用

しようとした時にね、何かあるおばあさんがおっしゃってるんですけど、羽後交通の

おっきいバスがあるじゃないですかね。あれに乗ろうったってね、ステップが高くて乗

れないらしいんですよ、乗りたくても。何とか運転士さんっていうような顔をしてもね、

何か迷惑がられるとか、そんな状況だと、どうももう乗れないなというようなこともあ

るみたいです。ですから、そういう細いことっていうか、それらはやっぱり現場で、そ

の方々と接している方々が一番よく知っているようなんですよね。ですので、そういう

方々、一生懸命やっている、何回も申し上げますけれども、そういう方々からの情報も

しっかり取っていただきたいと。

こういう、何といいますか、こういうことを一生懸命やろうとすれば当然予算が掛か

ることです。財源も必要になってきます。一つ目の質問で取り上げさせていただきまし

たけれども、森林の管理です。この大切な財産、１千町歩ぐらいあるんですけどね、そ

れを 初に作ってくださった方々、それはね、四、五十年前の方々なんです。今のご高

齢の方々なんですよね。そういう人たちのためにも、その森林をうまく利用して定期的

に財源を作ってそちらに回すというか、そういうようなちょっとした小さな考えですけ

れども、そういうことも大切なんじゃないかなということを考えたりしたところであり

ます。そういうこともいろんな工夫をしていただいて、高齢者の皆様への生活の支援と

いうことを、ぜひ何とか工夫してお願いしたいということを、何回もお願いするという

言葉からして申し訳ありませんが、そういうことを申し上げて質問を終わりたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○議長（後藤 健） これにて１６番山谷喜元議員の質問を終わります。

【１６番 山谷喜元議員 降壇】

○議長（後藤 健） 以上で本日の日程は、全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、明日、本会議第３日を定刻に開議いたします。

大変お疲れさまでした。

午後 １時５８分 散 会
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